
第２号様式（第 11 条関係） 

 

意見公募手続(パブリックコメント)に対する意見等の概要及び検討結果 

 

１ 案 件 名：第３期鹿屋市スポーツ推進計画（案） 

２ 意見の募集期間：令和８年２月１日～２月 27 日（27 日間） 

３ 意見提出者： １人 

４ 意 見 数： １件 

〈検討結果区分〉 

Ａ：策定案に反映できるもの 件 

Ｂ：既に盛り込み済みのもの 件 

Ｃ：今後の参考となるもの 件 

Ｄ：反映できないもの 件 

Ｅ：その他感想や質問など １件 

計 １件 
 

番号 意見等の概要 
検討結果 

の 区 分 
意見等に対する検討結果 

１ 

１スポーツと病気の関係を注目する。うつ病、骨折など、スポーツを維持できない、または選手生命を失う大

けがに注目して考える 

２常にスポーツは、質の高い所からスタートするとは限らない。最初は絶望からはじまることを想定する。常

に低い所から高い所を考える。 

３スポーツは、失敗の多いスポーツである。孤独の戦いでは破綻するので、その人にまき込む力に注目する。 

４スポーツは、ドラマがある。そこには常に愛情があることを忘れてはいけない。ドラマこそ新の立役者だ！ 

５スポーツ施設ばかりをなげいてはいられない。まず第一位とならずに第３位をめざす。そうすれば道が見え

てくる。 

６スポーツは食が大事である。けれど、おかわりがつく場合もある。それは料理人の腕にもよるが、楽しもう

とか、遊び心が腕があったら必要になる。 

７国際交流のカギは、100 万ドルのほほえみになる。いわゆる笑顔が、それはあたたかいものであることを忘

れてはならない。 

E 

御意見として承り、参考とさ

せていただきます。 



８行政は困っている時にただ単に聞くだけ。サインするだけじゃなく、それがいかに重要なのか？と問わない

とただの絶望になる。感動、それこそが市民のごほうびである。 

９スポーツのする時間は欲望の上で対応しないが、ふと、ある日突然、身体状態が悪化した時に、痛感する。

それでは残酷すぎるので、あえて、つね日頃、啓もう活動を続ける人間には、答えをかえる自力があってい

いと思う。 

10 外国人の競技は、その人が行政上、ムリのない範囲で学識からはずれているとするならば、それは参加する

べきであると思う。日本人でさえ所得が低いにもかかわらず、税金おさめている。清潔感がある。身だしな

みが良い。日本語がある程度理解もしくは対応できる宗教上大変な事案ではない。もしくは緊急である時、

承認すべきと考える 

11 スポーツは夜間もして良いと思うが、それは、治安や地面におうとつがあるなどの障がいでできる点が多い。

これをゆっくりでいいから改善するなにかあるのではない。なにげない日常が大変な宝物に違いないのだ。 

12 スポーツ YouTube 大学をつくる。大学卒業試験合格（仮）のみ中身は市、県、国に教えてもらう。鹿屋市の

YouTube 大学一定価格と視聴できるしくみになっている。YouTube で勉強、休み、バイトは自由。校則は学識

をもっていきること。問題が起きたら対応する。 

（意見は原文を記載。） 

 






